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令和８(2026)年度科学研究費補助金「調整金」を利用した次年度使用の申請について 

 

 このことについて、令和８(2026)年度科学研究費補助金における「次年度使用」申請に係る手続等は別

添「「調整金」を利用した次年度使用の申請手続等について」のとおりとしますので、希望する場合には

必要な申請手続を行ってください。 

なお、調整金は、令和８(2026)年度の補助金予算の範囲内で運用するものであり、予算の状況により、

実際の配分額が希望額を下回る場合もあります。 

 

※本通知は、次年度使用の申請の対象となる研究課題の有無にかかわらず、科研費に応募できる全ての

研究機関（科学研究費補助金取扱規程（文部省告示）第２条に規定される研究機関）に送付しています。

対象となる研究課題が無い場合や次年度使用の希望が無い場合は、手続は不要です。 
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